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船舶インシデント調査報告書 

 

                             平成２４年９月１３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（舵脱落） 

発生日時 平成２４年５月１日（火） ２０時４７分ごろ 

発生場所 高知県室戸市室戸岬南方沖 

 室戸岬灯台から真方位１７４°１１３海里付近 

 （概位 北緯３１°２２.７′ 東経１３４°２３.４′） 

インシデント調査の経過  平成２４年５月７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（神戸事務所）を指名した。また、平成２４年７月２日、地方事故調

査官を追加指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

ヨット 朝鳥
あさどり

、８.５トン 

 ２４０－４３５９５愛知、個人所有 

 １１.８３ｍ（Lr）×３.８４ｍ×１.６３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３３.８３kＷ、平成９年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５８歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免 許登録日 昭和５４年３月２３日 

免許証交付日 平成２０年３月１４日 

         （平成２５年３月２９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵軸が折損して舵が脱落 

 インシデントの経過  本船は、船長ほか８人が乗り組み、沖縄－東海ヨットレース２０１２

に参加し、スタート地点である沖縄県宜野湾市のマリーナを平成２４

年４月２９日１２時００分ごろ出発してゴール地点である愛知県蒲郡

市のマリーナに向かった。 

 本船は、スタート後から、約９～２０m/sの南～東南東風及び大き

な波を受けて帆走した。 

 本船は、室戸岬南方沖において、右舷前方から東南東風を受け、ク

ロースリーチ（風上へ進行する際の進行可能な限界角度で帆走する状

態「クロースホールド」と真横から風を受けて帆走する状態「アビー

ム」との中間の状態で帆走すること）として進路約０４５～０５０°

（真方位）及び速力約８～９.５ノット（kn）（対地速力、以下同

じ。）で帆走中、船長が、船内で作業をしていたとき、操舵輪により
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操舵中の乗組員から舵が効かないとの連絡を受けて操船を代わったと

ころ、一旦は操舵が可能となったが、更に風が強くなり、５月１日２０

時４７分ごろ操舵ができなくなった。 

 船長は、乗組員と共に船内を確認したのち、トランサムからステッ

プを下ろして海中に手と足を入れて舵の有無を確認したところ、舵が

脱落していることに気付いた。 

 船長は、レース本部に衛星携帯電話でリタイアを告げたのち、非常

用の舵と主機を使用すれば自力で最寄りの泊地まで航行できると考

え、メインセール及びジブを下ろして主機を使用し、速力約４knで機

走した。 

 船長は、陸上でサポートをする知人に衛星携帯電話で何度か連絡を

取るうち、低気圧が接近している情報を入手したので、遭難の危険を

感じて航行を断念し、翌２日１３時ごろ知人に１１８番通報を依頼し

た。 

 本船は、来援した巡視船と１８時５５分ごろに会合し、巡視船に和

歌山県串本町潮岬付近までえい
．．

航されたのち、船長が救助依頼してい

た知人の船に引き継がれて蒲郡市のマリーナに帰港した。 

 船長は、帰港後、本船を陸揚げした際、ステンレス製の舵軸が折れ

て舵がないことを認めた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風速 約１０～１３m/s 

海象：波高 約１.８～２.５ｍ、潮流 東流約１kn 

 その他の事項  船長及び乗組員は、デッキ上では全員が救命胴衣を着用していた。

 船長は、本船のメンテナンスを自らが行い、舵に関しては、レース

に出場する都度、動き具合を確認していた。 

 本船は、約４年前にメルボルン～大阪間のヨットレースに参加した

際、メルボルンにおいて舵を抜いて点検し、舵軸に異状がないことを

確認していた。 

 船長は、外洋ヨットでの航行経験が約３５年あり、ヨットレースに

は７回参加していた。また、本船の乗船経験は５０回以上あった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

あり 

 本船は、風速約１０～１３m/sの東南東の風が吹く状況で室戸岬南

方沖を帆走により北東進中、舵軸が折れて舵が脱落したことから、操

舵することができなくなり、運航不能となったものと考えられる。 

 船長は、非常用の舵と主機を使用して自力で航行していたが、遭難

する危険を感じて航行を断念したものと考えられる。 

 本船は、舵軸に亀裂が生じたことにより折れ、舵が脱落したものと

考えられるが、亀裂が生じた状況については明らかにすることはでき
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なかった。 

原因  本インシデントは、夜間、本船が、風速約１０～１３m/sの東南東

の風が吹く状況で室戸岬南方沖を帆走により北東進中、舵軸が折れて

舵が脱落したため、操舵することができなくなったことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等による被害の軽減に役立つ事項として、次のこと

が考えられる。 

 ・舵が脱落して操舵ができなくなった場合、天候の悪化によって遭

難する虞があるので、早めに救助を要請すること。 

 




